
家畜飼養の基本講座 第８回
『繁殖 その③』

日本大学生物資源科学部獣医学科 住 吉 俊 亮

排卵確認の必要と時期

前回はスタンディング発情を確認できない

場合、特にタイストール牛舎では、外部およ

び内部発情徴候の発現状況から授精適期を判

定して、人工授精を行わなければならないこ

とをお話ししました。

復習になりますが、発情徴候を観察するう

えで、腟検査による発情徴候は、外陰部およ

び子宮の発情徴候に比べ、発情や発情徴候を

引き起こすホルモンであるエストロジェン濃

度の変化と関連が強く、その発現が明瞭で

す。正確な発情期および授精適期診断のため

には、外陰部所見、直腸検査所見に加えて、

腟検査を行い、子宮腟部および外子宮口の状

態を調べることが必要となります。特に、腟

検査により子宮腟部の弛緩状態を評価するこ

とは、授精適期を判定する指標として有用で

す。また受胎率を上げるために、適期に人工

授精を行うことができたか確信が持てないと

きには、実施した授精時期が適期であったか

どうか排卵確認を行って調べましょう。

Q１ 排卵確認は、人工授精実施後どの

くらいの時期に行うのがよいですか。

A これには授精適期に関与するいくつか

の事象のうち、精子が雌の生殖器内で生

存可能な時間、特に受精能力を保有して

いる時間が関わってきます。

報告されている精子の受精能力保有時
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間には２４～３０時間、２８～５０時間、３０～４８

時間、６０時間とかなり幅があります。一

方で、現場では受精能力ではなく、受胎

能力が重要になってきます。一般的に受

胎能力保有時間は２４時間程度と考えら

れ、実際に、おおよそ人工授精１日後に

排卵確認を実施されている方が多いので

はないでしょうか。

表１は、タイストール牛舎に飼養されるホ

ルスタイン種搾乳牛延べ１００頭に人工授精を

実施し、その後６時間間隔で直腸検査および

超音波画像検査で排卵確認を実施した試験に

おける、人工授精後の排卵時間別に見た受胎

成績です。

受胎成績をみると、最も受胎率が高かった

のは、排卵前３０～２４時間および排卵前２４～１８

時間に人工授精を行った牛で、受胎率はとも

に６６．７％でした。次いで排卵前１８～１２時間に

人工授精を行った牛で６３．２％、排卵前１２～６

時間に人工授精を行った牛で６０．０％となり、

排卵前３０～６時間に人工授精を行った場合、

６０％以上の高い受胎率が得られました。

この排卵前３０～６時間に人工授精を行った

牛の受胎率（６３．３％）は、排卵前３０時間以前

あるいは排卵前６時間以降に人工授精を行っ

た牛の受胎率（それぞれ３０．０％および２６．９％）

と比べ有意に高くなりました。この結果か

ら、凍結精液を用いた人工授精において、排

卵前３０～６時間（発情開始から排卵までがお

およそ３０時間と考えると発情開始後６～３０時

間と逆算できる）に人工授精を行えば、６０％

以上の受胎率が得られることがわかります。

また、凍結精子の６０％以上の受胎率を示す受

胎能力保有時間は３０時間、４０％以上の受胎率

を示す受胎能力保有時間は３６時間であること

が明らかとなりました。

このことから現場での排卵確認は、人工授

精後３０～３６時間後、おおよそ１日から１日半

後に行い、排卵していなければ再度授精を行

えばよいのではないかと考えています。

夏場の受胎率低下対策

今年の夏も記録的に暑い日が続きました。

これまで適期授精が重要であることをお話し

してきましたが、夏場の暑い時期の人工授精

はどうしていますか。暑熱ストレスが受胎率

低下の一要因となっていることは、多くの研

究から明らかとなっています。

人工授精後の初期受精卵は熱に対する感受

性が高く、特に授精後２日目までの１～１６細

人工授精から
排卵までの時間 n 受胎率（％）

＞４８ ５ ０（０／５）
３０．０％＊

（６／２０）
４８～＞４２ ５ ４０．０（２／５）
４２～＞３６ ３ ３３．３（１／３）
３６～＞３０ ７ ４２．９（３／７）
３０～＞２４ ６ ６６．７（４／６）

６３．３％＊，＊＊

（３４／５４）
２４～＞１８ ９ ６６．７（６／９）
１８～＞１２ １９ ６３．２（１２／１９）
１２～＞６ ２０ ６０．０（１２／２０）
６～＞０ １１ ３６．４（４／１１）

２６．９％＊＊

（７／２６）
０～＞－６ ８ ２５．０（２／８）
－６～＞－１２ ４ ２５．０（１／４）
－１２～＞－１８ ３ ０（０／３）
全頭 １００ ４７．０（４７／１００）

＊ 受胎率に有意差あり（P＜０．０５）
＊＊受胎率に有意差あり（P＜０．０１）

従来の授精適期

（表１）人工授精後の排卵時間別にみた頭数と受胎成績
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胞期の間は暑熱ストレスに弱いことが知られ

ています。その他にも暑熱により卵子の質が

低下、性ホルモンの分泌が減少、発情徴候の

微弱化、子宮環境の悪化といった多くの繁殖

に対する悪影響があると言われています。

人工授精をあきらめて涼しくなるまで待つ

という方法もあるでしょう。しかし暑熱の影

響は、涼しくなっても残ることは皆さんご存

じだと思います。暑熱時の乾物摂取量減少に

よる栄養障害や、暑熱ストレスによる内分泌

環境の異常により、繁殖性が低下することが

知られています。

また、卵巣内の卵胞は原始卵胞、一次卵

胞、二次卵胞、成熟卵胞という段階を経て発

育し、排卵まで７０～８０日の時間を要します。

この間に暑熱ストレスにさらされると卵胞発

育が阻害され、涼しくなってから授精を行っ

たとしても卵子の質は低下しており、受胎率

も低下します。

都府県の酪農家の中には、暑い夏場の分娩

による周産期疾病等の事故を防ぐため、１０月

初旬から１２月初旬まで人工授精を行わない人

もいます。そうなると夏場の受胎率が低下す

るほか、涼しくなっても夏分娩を避けるため

に人工授精を控え、半年ほど付かない、また

は付けない時期ができてしまいます。このよ

うに人工授精をあきらめる、あるいは行わな

い時期を作ることはあまり良い対策とは思え

ません。

最も一般的な対策は、牛舎内および牛体を

しっかり冷却することでしょう。扇風機を十

分な台数設置し、風向きが１方向になるよう

に、向きと角度を調整し、牛舎の空気が抜け

るようにします。側面の窓は全て開放しま

しょう。屋根の上や牛舎周囲にスプリンク

ラーで散水することも効果があります。また

最近は、細霧システムを導入する農場も増え

てきました。細霧システムは、湿度が低い状

況では効果的に舎内温度を下げてくれます

が、湿度が５０％を超えるような状況では細霧

が気化しなくなるため温度は下がらず、湿度

がさらに増して逆効果となるので注意が必要

です。

温度と湿度を両方考慮した指標として温湿

度指数（THI）や体感温度があります。細か

い算出式についてはここでは記載しません

が、温度だけではなく湿度も考慮した暑熱対

策が必要です。乳牛では体感温度が２２℃を超

えると、乾物摂取量や乳量が減少する等の影

響が出始めるとされています。一般的に外気

温が２３～２５℃から暑熱対策が必要となってき

ます。この際、扇風機や細霧システムのオン

オフを人間の感覚で行わないようにしましょ

う。人間があまり暑いと感じなくても、牛に
（写真１）屋根に植物を植える屋上緑化も断熱性が高

まり、舎内温度を下げるのに効果があります。
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はストレスを感じる体感温度であるかもしれ

ません。牛は夏でも革ジャンを着ていること

を忘れないようにしましょう。

また、夏場に人工授精ではなく胚移植を行

うという方法が、酪農家さんを中心に行われ

ています。胚移植に用いられる胚は授精後７

日前後経過しているので、暑熱ストレスに弱

い受精後２日目までの時期をすでに終えてお

り、暑熱ストレスに対してある程度抵抗性を

持っているためです。最近はお手頃な価格の

和牛受精卵も市販されていますし、夏場に使

うために自分の牧場で採卵を行い、F１の凍

結胚を準備しておくのもよいでしょう。

追い移植のメリット、
デメリット

Q２ 夏場には「追い移植」が良いと聞

いたのですが、どのような利点があり

ますか。

A 発情時に人工授精を行い、その７～８

日後に胚移植を行う方法を「追い移植」

と呼んでいます。

追い移植にはいくつかの利点があり、

第一に、人工授精あるいは胚移植のどち

らかが受胎すればよい（もちろんどちら

も受胎することがあります）ということ

で、受胎確率が上がる点が挙げられま

す。また前述したように、胚は暑熱スト

レスに対して抵抗性があるため、夏季の

受胎率低下を防ぐことができます。ま

た、最初の人工授精による何らかの刺激

が、後の胚移植の受胎率を改善するとい

う報告もあり、暑熱時だけでなく、長期

不受胎牛の受胎促進目的でも行われてい

ます。

しかし追い移植には、いくつか注意し

なければならないこともあります。まず

双子が産まれる可能性があり、妊娠診断

の際は超音波画像検査を行い、あらかじ

め双子受胎でないか調べておくとよいで

しょう。双子の場合、予定日よりも早く

分娩することが多い、難産の発生率が高

い、子牛の出生時体重が軽くなる―など

が起こるため、対策が必要となります。

また乳牛では、異性双子はフリーマー

チン（雌の方に正常な生殖器が発達せず

不妊となる現象）となるので、追い移植

を行う場合は黒毛和種を人工授精した後

に、同一黒毛和種精液を用いた F１胚の

移植を行うのがよいでしょう。

乳牛の追い移植に和牛受精卵を用いて

双子が産まれた場合、両親が異なるた

め、多くの場合、産まれてきた和牛子牛

は子牛登記ができないので、注意が必要

です。同様の理由で、和牛に追い移植を

行う際も、人工授精と追い移植の血統を

同一にしておく必要があります。

胚死滅と流産

牛では妊娠４２日以前に起こる胚の死滅が

「胚死滅」、それ以降に起こる胎子の死亡が

「流産」と定義されています。さらに胚死滅

は妊娠１６日までに起こる「早期胚死滅」と妊

娠１７日目以降に起こる「後期胚死滅」に区別
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お問い合わせ先 ▼ 中央畜産会 経営支援部（情報）公　　益
社団法人

TEL 03-6206-0846　FAX 03-5289-0890

農場HACCP様式集

　中央畜産会では、農場HACCPに取り組む関係者の養成を図るため、農場での構築指
導を担う農場指導員を養成する農場指導員養成研修及び審査員養成研修を実施し、これ
までそれぞれ2,435名、716名が受講しています。また、平成30年7月には200を超える
農場が農場HACCPの認証を取得しています。そして、これらの認証取得支援及び認証審
査を通じて多くのノウハウが蓄積されてきました。
　このノウハウを基に、今後農場HACCPの認証を目指す畜産農家の円滑な構築活動の一
助とするため、農場HACCPの文書・記録に関する様式集を刊行しました。

図書のご案内

A4判152ページ　7月27日発刊

されています。せっかく受胎したのに、その

後胚死滅や流産が起こるとがっかりします

ね。それが長期不受胎だった牛だとなおさら

です。出てきた胎子により胚死滅や流産に気

づくことができれば、まだいいのですが、気

づかないまま長時間が経過し空胎期間が延長

してしまうこともよくあります。

余談ですが、フリーストールやフリーバー

ンで胎子が落ちているのに気付いた場合は、

胎児の大きさから胎齢を推定して（牛では１

ヵ月齢でおよそ１．５cm、その後は妊娠月数を

nとすると n×（n＋２）で算出できます）、

その種付け時期にあたる該当牛を全て調べな

ければなりません。

胚死滅は、特に早期胚死滅の場合、その現

象に気づかないことが多く、あまり意識され

ていない方も多いと思いますが、じつはかな

りの割合で発生しています。受精はしたもの

の、その後３割から４割で胚死滅が起こって

いるという報告もあります。

胚死滅や流産の原因は多岐にわたります

が、胚死滅の予防対策としては、妊娠維持に

必要な、黄体から分泌されるプロジェステロ

ンを投与する方法が試みられています。

CIDR等のプロジェステロン腟内徐放剤を人

工授精後３．５日から１０日まで挿入することで、

特に初産次および２産次の牛で受胎率が向上

したという報告があります。

その他には、プロジェステロン分泌を促進

する方法として、人工授精後５日目にヒト絨

毛性性腺刺激ホルモン（hCG）製剤を投与

する、あるいは人工授精後１１日目に性腺刺激

ホルモン放出ホルモン（GnRH）製剤を投与

することで受胎率が向上したという報告もあ

ります。

また、感染性流産を防ぐために、異常産の

混合ワクチンは接種しましょう。あまりに流

産の発生が多発するようなら、原因究明のた

めに家畜保健衛生所に調べてもらうことが必

要となります。

次回は「受胎確認から分娩前までの管理」

を予定しています。

（筆者：日本大学 生物資源科学部獣医学科
獣医産業動物臨床研究室 専任講師）

2018.9.20 No.346 畜産会経営情報 Japan Livestock lndustry Association

５



畜産データボックス畜産データボックス

（一社）中央酪農会議 並 木 健 二

指定団体 調査対象数 回収数 回収率
全 国 １４，２９５ １０，３７９ ７２．６
北海道 ５，５３４ ２，８１７ ５０．９
都府県 ８，７６１ ７，５６２ ８６．３
東 北 ２，１４３ １，４９９ ６９．９
関 東 ２，７１７ ２，５１６ ９２．６
北 陸 ２９４ ２９３ ９９．７
東 海 ７４７ ６６０ ８８．４
近 畿 ４４６ ３５５ ７９．６
中 国 ６４４ ５２７ ８１．８
四 国 ３２５ ３２４ ９９．７
九 州 １，３９６ １，３７２ ９８．３
沖 縄 ４９ １６ ３２．７

（表１）平成２９年度酪農全国基礎調査票の回収結果
単位：戸、％

注）調査対象数は「指定団体別生乳出荷農家戸数」
（平成２９年１０月、中酪調べ）

わが国酪農の最近の動向㊤
－平成２９年度酪農全国基礎調査結果を中心に－

（一社）中央酪農会議がこのほど公表した「平成２９年度酪農全国基礎調査」結果をもとに、

結果の概要および、調査結果から浮き彫りになった現況や課題について解説します。

同調査は、平成２９年８月１日現在、指定生乳生産者団体（指定団体）の直接会員または間

接会員である全国の酪農家１万４２９５戸を対象に実施し、１万３７９戸から回答を得ました。

（編集部）

酪農全国基礎調査とは

酪農全国基礎調査（以下、基礎調査）は平

成３（１９９１）年度に始まり、おおむね３年ご

とに悉皆での調査を実施し、今回は平成２６年

度以来３年ぶりの調査です。基礎調査は、指

定団体など関係者の協力によって毎回高い回

収率を確保し、そこから得られた酪農家の

“生の声”は、わが国酪農を振興するための

基礎資料として多方面で活用されています。

基礎調査実施の背景には、わが国酪農が直

面する諸問題があります。特に近年において

は、経営主の高齢化と後継者の不在、それに

伴う労働力不足が深刻化する中で、生乳生産

基盤の弱体化が深刻化していると言われてい

ます。そこで今回の調査では、酪農経営の実

態や経営主の意向調査に加えて、労働力不足

の実態を明らかにし、生乳生産基盤の再構築

に資するための基礎資料を提供することを主

な目的としました。

基礎調査の対象は、指定団体の直接会員ま

たは間接会員となっている全国の酪農家で、

調査方法は経営主自らが調査票に記入する

「留め置き式アンケート調査」で行いました。

調査票の回収結果は表に示した通りで、地域

間のばらつきは見られるものの、全国の回収

率は７２．６％を確保しました（表１）。
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生乳生産基盤の状況

基礎調査結果の説明に先立ち、本調査実施

の理由の一つでもあるわが国酪農の生乳生産

基盤の弱体化の状況について、農林水産省の

公表データを基に概観してみましょう。

全国の酪農家戸数は昭和３８（１９６３）年の４２

万戸をピークとして減少を続け、平成２９

（２０１７）年には１万６４００戸と前年同期に比べ

６００戸（３．５％）減少しました。北海道と都府

県を比べると、北海道は６３１０戸（前年比２．８％

減）で減少率は昨年同様でしたが、都府県は

１万９０戸で前年から減少率を０．６ポイント縮

小したものの、４．０％の減少となりました。

経産牛の飼養頭数は、昭和５９（１９８４）年の

１３２万４０００頭をピークに減少し、平成２０（２００８）

年には１００万頭を割り、２６年には９０万頭割れ

となり、２９年には８５万２１００頭となりました。

この間、北海道では平成１５（２００３）年に５０

万２４００頭のピークに達し、以降４９～４５万頭台

で推移しています。都府県は昭和５４（１９７９）

年の８９万５８００頭をピークに、平成４（１９９２）

年に８０万頭割れ、１０年に７０万頭割れ、１６年に

６０万頭割れ、２１年に５０万頭割れし、２２年に北

海道の飼養頭数を下回り、２９年にはついに４０

万頭を割り込みました。

また、順調な増加を続けてきた酪農家１戸

当たりの乳用牛飼養頭数は、平成２９（２０１７）

年に全国平均で８０頭を初めて超えました。特

に、経営規模の拡大が著しい北海道では、平

成１９年に１００頭の大台を超えて以降も増加傾

向にあり、３０年の酪農家１戸当たりの乳用牛

飼養頭数は１２９頭となっています。一方、都

府県は一部地域で「メガ・ギガファーム」と

言われる大規模経営が散見されるようになり

ましたが、全体の平均飼養頭数の増加は低迷

しています。

このような結果、わが国の生乳生産量は、

経産牛飼養頭数の変化に随伴するように、平

成８（１９９６）年度の８６６万 t をピークに減少

を続け、２０年度に８００万 t 割れし、２９年度に

は７２９万 t となりました（図１）。近年の生乳

生産量は、平成２８年度が前年比０．９％の減少

で、地域別には北海道が同０．２％の減少、都

府県は同１．６％の減少。２９年度は全国が前年

比０．７％の減少で、北海道は同０．６％の増加、

都府県は同２．２％の減少。３０年度（４～６月）

は全国が前年同期比０．９％の増加で、北海道

は２．７％の増加、都府県は１．１％の減少となっ

ています。

以上のように、北海道での生乳生産量が上

向きになった一方、都府県では全体の生乳生

産力が落ちています。都府県の生乳生産量

は、平成４（１９９２）年度の５１５万 t をピーク

として減少を続け、２９年度には３３７万 t とな

り、この四半世紀の間にピーク時の３分の２

以下の水準にまで減少しました。

基礎調査結果の概要

以下では、平成２９年度に実施した基礎調査

の結果からわが国酪農の特徴を見ていきま

す。
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平成 年

（１）経産牛飼養規模別の酪農家戸数

全国の酪農家１戸当たり経産牛平均飼養頭

数は５２．６頭で、経産牛飼養規模別の酪農家戸

数は３０頭未満が３７．４％、３０～５０頭未満が

２８．１％、５０頭以上が３３．２％を占めました。

地域別にみると、北海道（７７．７頭）と都府

県（４３．４頭）の経産牛平均飼養頭数の差は大

きく、５０頭以上層の酪農家が占める割合は北

海道（６２．７％）が都府県（２２．３％）を４０．４ポ

イント上回っています。

また、都府県の中では、５０頭以上層の割合

が、平均飼養頭数とともに、東海（３１．５％、

５７．９頭）、九州（３１．９％、５１．４頭）、沖縄（３７．５％、

４７．９頭）で多く、東北（１２．２％、２９．４頭）で

少なく、地域間の経営規模格差が大きいこと

が分かります（表２）。

酪農
家数

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２
０頭 １０頭

未満
２０頭
未満

３０頭
未満

４０頭
未満

５０頭
未満

７５頭
未満

１００頭
未満

１５０頭
未満

２００頭
未満

２００頭
以上 無回答 平 均

（０を含む）
全 体 １０，３７９ ０．０ ６．２ １４．３ １６．９ １５．１ １３．０ １７．２ ６．８ ５．０ １．８ ２．５ １．３ ５２．６
北海道 ２，８１７ ０．０ ０．６ ２．６ ５．５ １１．３ １５．３ ３１．０ １３．８ ９．５ ３．８ ４．５ ２．１ ７７．７
（都府県計） ７，５６２ ０．０ ８．２ １８．７ ２１．２ １６．５ １２．１ １２．０ ４．１ ３．４ １．１ １．７ １．０ ４３．４
東 北 １，４９９ ０．０ １５．７ ２６．０ ２２．１ １３．８ ８．９ ８．０ １．９ １．２ ０．４ ０．７ １．３ ２９．４
関 東 ２，５１６ ０．０ ６．２ １８．７ ２２．９ １７．０ １３．３ １１．２ ３．７ ３．３ １．０ １．９ ０．７ ４５．９
北 陸 ２９３ ０．０ ７．８ ２０．５ ２５．６ １７．４ ８．２ １６．７ １．７ １．０ ０．３ ０．７ ０．０ ３４．２
東 海 ６６０ ０．０ ６．８ １２．３ １５．３ １８．６ １３．８ １４．７ ６．４ ４．８ １．８ ３．８ １．７ ５７．９
近 畿 ３５５ ０．０ １１．８ １６．６ １８．９ １８．３ ９．６ １３．２ ３．９ ２．５ ０．８ １．１ ３．１ ３８．１
中 国 ５２７ ０．０ ９．５ １９．４ ２１．１ １５．０ １２．１ １０．６ ４．７ ３．４ １．９ １．３ ０．９ ４２．６
四 国 ３２４ ０．０ ７．７ ２１．３ ２３．５ １４．８ １３．０ １０．５ ３．１ ３．１ ０．３ ２．２ ０．６ ４０．８
九 州 １，３７２ ０．１ ３．４ １３．５ １８．８ １７．８ １３．８ １５．８ ６．７ ５．８ １．５ ２．０ ０．７ ５１．４
沖 縄 １６ ０．０ ０．０ ６．３ １８．８ ６．３ ３１．３ ２５．０ １２．５ ０．０ ０．０ ０．０ ０．０ ４７．９

（図１） 生乳生産量と経産牛飼養頭数の推移
資料：農林水産省「牛乳乳製品統計」「畜産統計」

（表２）経産牛飼養頭数規模別の酪農家戸数 単位：戸、％
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（２）経営主の年齢

酪農経営全体でみると、経営主の年齢は

「４０歳代」（１６．３％）、「５０歳代」（２４．６％）、

「６０歳代」（３７．１％）と４０～６０歳代で７８．０％

を占めており、経営主の平均年齢は５７．３歳で

した。

地域別には、北海道と都府県間に大きな差

異がみられました。北海道では５０歳代以下

（北海道６７．２％、都府県４２．３％）、都府県で

は６０歳代以上（北海道２９．４％、都府県５４．１％）

の経営主の占める割合が高く、経営主平均年

齢では都府県（５９．２歳）が北海道（５２．１歳）

を７．１歳上回りました。なお、都府県の中で

は沖縄（５４．４歳）、九州（５６．０歳）が低く、

近畿（６１．４歳）、四国（６１．０歳）が高くなっ

ています。

経営主年齢を経産牛飼養規模別にみると、

おおむね小規模層ほど高齢層の占める割合と

平均年齢が高く、大規模層ほど若齢層の割合

が高く、平均年齢も低い傾向がみられました

（表３）。

（３）担い手の確保状況

酪農経営全体でみると、「経営主が５０歳未

満」の経営が２４．５％、「経営主が５０歳以上ま

たは年齢不詳で、就農している後継者がい

る」経営が２１．８％、「経営主が５０歳以上また

は年齢不詳で、就農予定の後継者がいる」経

酪農
家数

１ ２ ３ ４ ５ ６
経
営
主

５０
歳
未
満

就
農
後
継
者
あ
り（
経
営

主
５０
歳
未
満
を
除
く
）

就
農
予
定
後
継
者
あ
り（
経

営
主
５０
歳
未
満
を
除
く
）

後
継
者
は
い
な
い（
経
営

主
５０
歳
未
満
を
除
く
）

わ
か
ら
な
い
・
未
定
他（
経

営
主
５０
歳
未
満
を
除
く
）

無
回
答

担
い
手
確
保
率

（
１
＋
２
＋
３
）

全体 １０，３７９ ２４．５ ２１．８ ２．８ ３１．１ １４．５ ５．４ ４９．０
北海道 ２，８１７ ３７．８ １６．０ ２．３ ２０．２ １１．８ １１．９ ５６．１
（都府県計）７，５６２ １９．５ ２３．９ ３．０ ３５．１ １５．５ ３．０ ４６．４
東 北 １，４９９ １８．９ ２２．６ ４．７ ３４．４ １８．５ ０．９ ４６．２
関 東 ２，５１６ １５．３ ２３．８ ３．１ ４０．０ １４．０ ３．８ ４２．２
北 陸 ２９３ １５．４ ２３．２ １．４ ４４．４ １５．０ ０．７ ３９．９
東 海 ６６０ ２２．１ ２５．０ １．４ ３４．１ １５．３ ２．１ ４８．５
近 畿 ３５５ １８．６ ２３．１ ３．９ ３１．８ ２０．６ ２．０ ４５．６
中 国 ５２７ ２４．１ ２１．３ ２．１ ３６．１ １５．２ １．３ ４７．４
四 国 ３２４ １４．５ ２３．１ １．９ ４０．４ １６．０ ４．０ ３９．５
九 州 １，３７２ ２６．７ ２６．７ ２．６ ２５．０ １３．６ ５．４ ５６．０
沖 縄 １６ ３７．５ １２．５ ０．０ １２．５ ３７．５ ０．０ ５０．０
【経産牛飼養頭数別（全国）】
５頭未満 １４４ ９．７ ４．２ １．４ ６５．３ １８．１ １．４ １５．３
１０頭未満 ４９８ ８．６ ８．８ １．８ ５９．２ ２０．３ １．２ １９．３
２０頭未満 １，４８９ １０．５ １０．２ ２．６ ５７．０ １７．９ １．８ ２３．４
３０頭未満 １，７５４ １７．４ １６．４ ３．６ ４３．４ １７．１ ２．２ ３７．３
４０頭未満 １，５６３ ２２．３ ２３．９ ２．９ ３３．５ １４．５ ２．９ ４９．１
５０頭未満 １，３４９ ３０．５ ２７．１ ２．４ ２３．０ １２．２ ４．９ ５９．９
７５頭未満 １，７８１ ３４．８ ２８．９ ２．８ １４．０ １２．２ ７．４ ６６．４
１００頭未満 ７０２ ３７．２ ２８．３ ３．３ １０．７ １０．８ ９．７ ６８．８
１５０頭未満 ５２２ ３８．５ ２９．７ ２．９ ６．１ １０．３ １２．５ ７１．１
１５０頭以上 ４４３ ３６．８ ３１．６ ２．５ ４．３ １３．８ １１．１ ７０．９
無回答 １３４ １１．９ １７．２ １．５ １３．４ ８．２ ４７．８ ３０．６

酪農
家数

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
３０歳
未満 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳代

以上 無回答 平均（０を
除く・歳）

全 体 １０，３７９ ０．７７．５ １６．３ ２４．６ ３７．１ １０．３ ３．５ ５７．３
北海道 ２，８１７ ０．９ １３．７ ２３．２ ２９．４ ２７．７ １．７３．４ ５２．１
（都府県計） ７，５６２ ０．６５．２ １３．７ ２２．８ ４０．６ １３．６ ３．６ ５９．２
東 北 １，４９９ ０．５５．３ １３．１ ２０．７ ４６．６ １０．６ ３．１ ５９．２
関 東 ２，５１６ ０．３３．６ １１．４ ２３．５ ４３．１ １６．１ １．９ ６０．５
北 陸 ２９３ ０．７５．５９．２ １７．４ ４９．８ １５．７ １．７ ６０．７
東 海 ６６０ ０．８５．２ １６．２ ２４．４ ３４．８ １３．２ ５．５ ５８．５
近 畿 ３５５ ０．６３．１ １４．９ １６．９ ３６．１ ２２．８ ５．６ ６１．４
中 国 ５２７ ０．６７．６ １５．９ ２０．５ ３６．２ １５．４ ３．８ ５８．５
四 国 ３２４ １．９２．５ １０．２ １９．１ ３５．５ １９．１ １１．７ ６１．０
九 州 １，３７２ ０．７８．０ １８．１ ２７．５ ３４．３ ７．４４．１ ５６．０
沖 縄 １６ ６．３６．３ ２５．０ １８．８ ３７．５ ６．３０．０ ５４．４
【経産牛飼養頭数別（全国）】
５頭未満 １４４ ０．７２．１６．９ １７．４ ２９．９ ４１．７ １．４ ６５．７
１０頭未満 ４９８ ０．８１．４６．４ １２．７ ４４．６ ３０．７ ３．４ ６５．３
２０頭未満 １，４８９ ０．２２．０８．３ ２０．１ ４７．０ １８．９ ３．４ ６２．４
３０頭未満 １，７５４ ０．７４．０ １２．７ ２５．４ ４４．０ １１．１ ２．２ ５９．２
４０頭未満 １，５６３ ０．９６．７ １４．７ ２８．２ ３８．１ ８．６２．９ ５７．１
５０頭未満 １，３４９ ０．９８．０ ２１．６ ２５．７ ３４．５ ７．３２．０ ５５．５
７５頭未満 １，７８１ ０．６ １３．１ ２１．１ ２７．８ ３０．２ ４．５２．７ ５３．６
１００頭未満 ７０２ １．０ １４．４ ２１．８ ２５．９ ２９．３ ４．３３．３ ５２．９
１５０頭未満 ５２２ ０．４ １１．７ ２６．４ ２４．７ ２９．１ ３．８３．８ ５２．９
１５０頭以上 ４４３ ０．５ １１．５ ２４．８ ２４．６ ２９．３ ３．８５．４ ５３．３
無回答 １３４ ０．０６．０６．０ １２．７ １７．９ ３．７ ５３．７ ５６．６

（表３）経営主の年齢 単位：戸、％ （表４）担い手の確保状況 単位：戸、％
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営が２．８％を占めています。

これらを合計した「担い手確保率」は４９．０％

で、地域別にみると北海道（５６．１％）、九州

（５６．０％）で 高 く、四 国（３９．５％）、北 陸

（３９．９％）で低くなっています。「担い手確

保率」を経産牛飼養規模別にみると、飼養規

模の大きい層ほど高くなる傾向があります

（表４）。

（４）全酪農従事者１人当たりの１日当たり

総労働時間

全国の酪農従事者全体でみると、総労働時

間に関しては「８～１１時間未満」（４２．１％）

を中心として「６～１１時間未満」の従事者が

約６割を占めており、平均総労働時間は７．５

時間でした。

地域別にみると、酪農従事者の平均総労働

時間は北海道（７．８時間）、東海（７．６時間）、

九州（７．６時間）で若干長く、東北（７．０時間）、

近畿（７．０時間）、北陸（７．２時間）で若干短

くなりました。経産牛飼養規模別にみると、

おおむね飼養規模が大きくなるとともに長く

なる傾向がみられました（表５）。

（５）搾乳牛舎の空きスペースの有無

酪農経営全体でみると、搾乳牛舎に空きス

ペースが「ある」という経営が５５．８％を占め

ます。地域別にみると、空きスペースが「あ

る」経営の割合は、北海道（４１．５％）よりも

都府県（６１．１％）の方が高く、とりわけ北陸

（６８．３％）、中国（６５．７％）、関東（６５．０％）、

近畿（６３．４％）で高かったです。経産牛飼養

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６
１時間
未満

２時間
未満

３時間
未満

４時間
未満

５時間
未満

６時間
未満

７時間
未満

８時間
未満

９時間
未満

１０時間
未満

１１時間
未満

１２時間
未満

１３時間
未満

１４時間
未満

１５時間
未満

１５時間
以上

平均
（０を含む・時間）

全 体 １．９ ２．１ ４．５ ４．３ ７．２ ６．４ １０．５ ７．３ ２２．４ ６．７ １３．０ ２．４ ５．５ １．９ １．８ ２．０ ７．４５
北海道 １．３ １．４ ３．５ ３．５ ６．６ ５．９ ９．４ ８．７ ２３．１ ７．３ １４．２ ２．６ ６．４ １．９ １．９ ２．２ ７．７９
（都府県計） ２．２ ２．４ ４．９ ４．７ ７．５ ６．６ １０．９ ６．８ ２２．１ ６．５ １２．５ ２．３ ５．２ ２．０ １．７ １．９ ７．３１
東 北 ２．１ ２．９ ７．０ ５．８ ９．１ ７．４ １２．１ ５．４ １８．４ ５．１ １１．８ ２．０ ４．７ ２．２ １．５ ２．５ ７．００
関 東 ２．４ ２．２ ４．７ ４．８ ７．２ ７．２ １１．５ ７．０ ２２．０ ７．１ １１．８ ２．３ ４．８ １．８ １．４ １．９ ７．２３
北 陸 １．５ ３．５ ４．８ ５．２ ８．４ ７．２ １０．８ ６．５ ２１．８ ５．６ １１．８ ２．５ ４．８ ２．７ １．３ １．７ ７．２１
東 海 ３．０ １．９ ３．８ ３．３ ５．５ ５．１ １０．５ ７．３ ２５．２ ７．４ １３．４ ２．５ ５．４ １．７ １．９ ２．０ ７．５８
近 畿 ２．３ ３．５ ５．６ ５．１ ９．２ ５．７ １０．４ ７．９ ２２．１ ６．５ １０．８ １．６ ３．９ ２．０ ２．３ １．１ ６．９９
中 国 ２．９ ３．６ ４．８ ４．１ ６．８ ６．０ ９．４ ６．６ ２２．５ ５．７ １２．１ １．９ ６．６ ２．２ ２．７ ２．０ ７．４０
四 国 １．８ ２．９ ３．８ ４．８ ８．３ ５．６ １０．７ ５．６ ２３．０ ７．３ １４．６ ２．５ ５．０ ０．９ １．５ １．８ ７．３５
九 州 １．３ １．７ ４．１ ４．１ ７．２ ６．０ ９．５ ７．３ ２３．７ ６．６ １４．０ ２．８ ６．０ ２．０ １．８ １．８ ７．６２
沖 縄 ３．９ ０．０ ０．０ ５．９ ５．９ ５．９ １７．６ ５．９ ２１．６ １７．６ ９．８ ０．０ ３．９ ０．０ ０．０ ２．０ ７．２５
【経産牛飼養頭数別（全国）】
５頭未満 ５．６ ８．９ １４．１ １６．０ １５．０ ８．５ ７．５ ４．７ １０．３ １．９ ６．１ ０．０ ０．５ ０．９ ０．０ ０．０ ４．４６
１０頭未満 ３．３ ６．６ １０．６ ７．４ １４．４ １１．９ １２．５ ３．３ １５．０ ３．３ ６．９ ０．６ ２．１ １．０ ０．４ ０．６ ５．４８
２０頭未満 ２．６ ３．３ ６．９ ６．２ １０．１ ９．２ １４．２ ６．２ １６．５ ５．０ １０．３ １．７ ３．９ １．３ １．１ １．６ ６．５４
３０頭未満 ２．２ ２．７ ５．３ ５．０ ７．４ ８．４ １２．１ ６．８ １８．８ ５．７ １２．３ ２．３ ５．７ １．９ １．６ １．８ ７．１６
４０頭未満 ２．０ ２．２ ４．８ ４．１ ７．５ ６．６ １１．４ ６．６ １８．２ ６．８ １４．０ ３．１ ５．９ ２．３ １．８ ２．８ ７．５４
５０頭未満 １．７ ２．１ ４．１ ５．１ ６．８ ５．９ １０．６ ８．０ ２０．１ ６．９ １２．７ ２．３ ６．３ ２．５ ２．３ ２．６ ７．６１
７５頭未満 １．５ １．７ ３．７ ３．５ ７．０ ６．１ １０．４ ８．０ ２３．２ ６．６ １３．２ ２．６ ５．８ ２．２ １．９ ２．６ ７．７０
１００頭未満 １．６ １．３ ３．７ ３．５ ７．３ ４．６ ９．０ ８．６ ２５．６ ７．２ １４．３ ２．３ ５．５ １．６ ２．２ １．６ ７．６９
１５０頭未満 １．４ １．４ ３．７ ３．５ ５．３ ４．５ ８．７ ８．７ ３０．４ ５．８ １２．９ ２．４ ６．２ １．８ １．７ １．６ ７．７７
１５０頭以上 ２．０ ０．５ １．６ ２．２ ３．５ ２．９ ５．７ ７．４ ３３．９ １１．５ １６．４ ２．５ ５．６ １．６ １．５ １．３ ８．２３

（表５）全酪農従事者１人当たりの１日当たり総労働時間 単位：％
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規模別にみると、規模の増大に伴い、空きス

ペースが「ある」経営の占める割合は低下す

る傾向がみられました（表６）。

（６）翌年（平成３０年度）の生乳生産計画

酪農経営全体についてみると、調査翌年

（平成３０年度）の生乳を「増産する」が２５．９％、

「減産する」が７．０％、「生産中止する」が

２．１％となり、拡大意向（増産）が縮小意向

（減産）と廃業意向（生産中止）の合計を１６．７

ポイント上回りました。なお、生乳生産計画

で最も多かったのは、「現状維持する」で

６２．６％に及びました。

地域別にみると、「増産」意向が九州

（３３．５％）、北海道（３１．０％）で高く、四国

（１８．２％）、東海（１９．４％）で低かったです。

経産牛飼養規模別にみると、飼養規模の大き

い階層ほど「増産」意向が高く、「現状維持」

意向が低くなりました（表７）。

生乳生産基盤の変化（つづく）

次回は、基礎調査から得られたデータを分

析し、わが国酪農の動向、特に生乳生産基盤

の変化を中心に詳しく見ていきます。

（筆者：（一社）中央酪農会議 参与）

酪農
家数

１ ２ ３ ４ ５
増産する 減産する 現状維持

する
生産中止
する 無回答

全 体 １０，３７９ ２５．９ ７．０ ６２．６ ２．１ ２．３
北海道 ２，８１７ ３１．０ ５．２ ６０．５ １．２ ２．１

（都府県計） ７，５６２ ２４．０ ７．７ ６３．４ ２．５ ２．４
東 北 １，４９９ ２０．９ ７．７ ６６．３ ２．２ ２．９
関 東 ２，５１６ ２３．０ ７．６ ６４．９ ３．４ １．１
北 陸 ２９３ ２３．２ ９．２ ６５．２ ２．４ ０．０
東 海 ６６０ １９．４ １１．８ ６３．８ ２．０ ３．０
近 畿 ３５５ ２２．３ ７．０ ６４．２ ２．３ ４．２
中 国 ５２７ ２３．５ ７．８ ６５．１ １．９ １．７
四 国 ３２４ １８．２ ７．７ ６５．７ １．９ ６．５
九 州 １，３７２ ３３．５ ６．０ ５５．２ １．９ ３．４
沖 縄 １６ ２５．０ ０．０ ６２．５ ０．０ １２．５
【経産牛飼養頭数別（全国）】
５頭未満 １４４ ５．６ ４．９ ７９．２ ９．０ １．４
１０頭未満 ４９８ １１．０ ９．０ ６９．９ ７．２ ２．８
２０頭未満 １，４８９ １７．０ ９．９ ６５．７ ４．７ ２．７
３０頭未満 １，７５４ ２０．５ ８．８ ６６．３ ２．５ ２．０
４０頭未満 １，５６３ ２３．１ ７．９ ６５．１ １．６ ２．３
５０頭未満 １，３４９ ２５．３ ７．７ ６４．１ １．３ １．６
７５頭未満 １，７８１ ３２．８ ４．８ ５９．６ ０．６ ２．１
１００頭未満 ７０２ ３６．３ ４．１ ５７．４ ０．６ １．６
１５０頭未満 ５２２ ４２．０ ２．７ ５２．７ ０．２ ２．５
１５０頭以上 ４４３ ４９．２ ２．７ ４６．０ ０．０ ２．０
無回答 １３４ ２３．９ ６．０ ５０．７ ２．２ １７．２

酪農家数
１ ２ ３
ない ある 無回答

全 体 １０，３７９ ４１．８ ５５．８ ２．４
北海道 ２，８１７ ５６．１ ４１．５ ２．４

（都府県計） ７，５６２ ３６．５ ６１．１ ２．４
東 北 １，４９９ ３７．５ ６０．６ １．９
関 東 ２，５１６ ３４．０ ６５．０ １．０
北 陸 ２９３ ３１．４ ６８．３ ０．３
東 海 ６６０ ３６．７ ６０．０ ３．３
近 畿 ３５５ ３３．０ ６３．４ ３．７
中 国 ５２７ ３３．０ ６５．７ １．３
四 国 ３２４ ２８．１ ６０．５ １１．４
九 州 １，３７２ ４４．９ ５１．７ ３．４
沖 縄 １６ ４３．８ ４３．８ １２．５

【経産牛飼養頭数別（全国）】
５頭未満 １４４ １３．２ ８４．７ ２．１
１０頭未満 ４９８ １４．７ ８４．１ １．２
２０頭未満 １，４８９ １８．３ ８０．０ １．７
３０頭未満 １，７５４ ２５．５ ７２．２ ２．３
４０頭未満 １，５６３ ４０．２ ５８．３ １．４
５０頭未満 １，３４９ ５０．６ ４８．３ １．１
７５頭未満 １，７８１ ６０．４ ３８．５ １．２
１００頭未満 ７０２ ６５．１ ３３．２ １．７
１５０頭未満 ５２２ ６７．２ ３０．３ ２．５
１５０頭以上 ４４３ ６９．８ ２８．０ ２．３
無回答 １３４ １７．２ ２２．４ ６０．４

（表６）空きスペースの有無 （表７）翌年（平成３０年度）の生乳生産計画
単位：戸、％ 単位：戸、％

2018.9.20 No.346 畜産会経営情報 Japan Livestock lndustry Association

１１



畜産データボックス畜産データボックス

全国 北海道・東北 関東 北陸 東海 近畿 中国・四国 九州・沖縄
１腹当たり（１分娩当たり）平均哺乳開始頭数 頭 １１．２ １１．５ １１．０ １１．６ １１．２ １０．８ １０．９ １０．８
１腹当たり（１分娩当たり）平均離乳頭数 頭 １０．１ １０．３ ９．９ １０．２ １２．１ １０．１ ９．９ ９．７
平均育成率（イ÷ ア×１００） ％ ９０．５ ８９．８ ９３．２ ８８．６ ８９．９ ９１．８ ９０．７ ８８．２
平均受胎率（受胎頭数÷ 種付頭数×１００）％ ８７．７ ８８．７ ８７．０ ８９．４ ８８．７ ８９．７ ８５．８ ８５．４
平均分娩率（分娩頭数÷ 種付頭数×１００）％ ８７．７ ９１．９ ８８．５ ８４．５ ８６．８ ７９．５ ８９．２ ８２．０
母豚の年間平均分娩回数（年間分娩数÷ 常時子取り用雌豚頭数） 回 ２．３ ２．４ ２．５ ２．３ ２．２ ２．０ ２．２ ２．２

全国 北海道・東北 関東 北陸 東海 近畿 中国・四国 九州・沖縄
１回 ４．１ ２．３ ６．０ １０．５ ２．２ ０．０ ３．７ ２．９

２～３回 ９４．２ ９８．３ ９６．３ ８１．６ ９５．６ ９２．９ ９０．７ ８９．９
４回以上 ２．６ １．１ １．８ ２．６ ２．２ ７．１ １．９ ５．８
不 明 ０．９ ０．６ ０．９ ０．０ ０．０ ０．０ １．９ １．４

全国 北海道・東北 関東 北陸 東海 近畿 中国・四国 九州・沖縄
自然交配のみ（人工授精は全く行っていない） ２８．３ ２７．２ ３０．７ ２６．３ ２０．５ ２８．６ ３２．７ ３１．２

人工
授精
実施

自然交配を主とし、人工授精を従としている ２８．１ ２６．８ ２８．３ ４０．１ ２９．５ ３５．７ ４０．４ １７．１
人工授精を主とし、自然交配を従としている １８．４ １５．４ １９．０ １２．５ ２７．３ ２８．６ ７．７ １９．８
人工授精のみ ２５．２ ３０．６ ２２．０ ２１．１ ２２．７ ７．１ １９．２ ３１．９

計 ７１．７ ７２．８ ６９．３ ７３．７ ７９．５ ７１．４ ６７．３ ６８．８
合 計 １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０

平成２９年度養豚農業実態調査全国集計結果から
③繁殖成績、交配方法、飼料給与、今後の動向

繁殖成績

●繁殖成績（地域別、★回答経営体数＝651,651,584,503,569,614）

① １腹当たりの平均哺乳開始頭数は１１．２
頭、平均離乳頭数は１０．１頭、平均育成率
は９０．５％である。また、平均受胎率は
８７．７％、平均分娩率は８７．７％、平均分娩

回数は２．３回である。
② 地域別では、「北海道・東北」、「東海、

近畿」で全国平均を上回る項目が多い。

交配方法

●発情期の基本交配方法（地域別、割合、★回答経営体数＝684）

① 発情期の基本交配回数は「２～３回」が
９４．２％と最も多く、次いで「１回」の
４．１％である。

② 地域別では、ほぼ同様な傾向にある。そ
の中、「北陸」は「１回」は１０．５％となっ
ている。

●人工授精の実施状況（地域別、割合、★回答経営体数＝684）
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一貫経営 繁殖経営
回答経営体数 ％ 回答経営体数 ％

すべて自家産 １４２ ３０．８ ５ ２３．８
自家産と外部導入併用 ２３１ ５０．１ １６ ７６．２
すべて外部導入 ８８ １９．１ ０ ０．０

合 計 ４６１ １００．０ ２１ １００．０

全国 北海道・東北 関東 北陸 東海 近畿 中国・四国 九州・沖縄

配合飼料
合計数量（千 t） ２，１０６．３ ６６９．９ ６５３．６ ７９．７ ６８．１ １０．５ １４１．６ ４８２．９
数量割合（％） ８９．４ ９３．７ ９２．１ ８６．１ ５２．１ ４６．６ ８９．４ ９１．８
平均数量（t） ３，３０６．６ ３，７０１．２ ３，４７６．７ ２，２１５．３ １，７４５．４ ８１１．３ ３，０７７．３ ３，６０３．６

飼料用米
合計数量（千 t） ３９．０ １５．２ ６．１ ２．５ １０．６ ０．０ ２．２ ２．５
数量割合（％） １．７ ２．１ ０．９ ２．７ ８．１ ０．２ １．４ ０．５
平均数量（t） ４１０．６ ５６１．１ ２４４．５ １４４．６ １，３１９．８ ２０．２ ４３３．７ ２２９．１

エコフィード
合計数量（千 t） １２７．５ １６．０ ３８．９ ６．０ ２９．９ ７．８ ６．４ ２２．６
数量割合（％） ５．４ ２．２ ５．５ ６．５ ２２．９ ３４．４ ４．０ ４．３
平均数量（t） １，２２６．４ ９９９．９ １，２１５．２ ４９９．２ ４，２７３．７ ７７８．５ ９０９．６ １，１３０．０

その他
合計数量（千 t） ８２．３ １４．２ １０．８ ４．４ ２２．１ ４．３ ８．２ １８．２
数量割合（％） ３．５ ２．０ １．５ ４．８ １６．９ １８．９ ５．２ ３．５
平均数量（t） ２，０５８．５ ２，３６２．５ １，２０１．３ ７４０．３ ７，３８０．０ １，４２６．０ １，３７３．８ ２，６０７．０

合 計
合計数量（千 t） ２，３５５．２ ７１５．２ ７０９．４ ９２．６ １３０．７ ２２．７ １５８．３ ５２６．３
数量割合（％） １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０
平均数量（t） ３，４３４．１ ３，７７０．２ ３，５８２．６ ２，３２１．０ ２，５２４．３ １，２４４．８ ３，１９３．４ ３，６８１．２

① 人工授精の実施経営体割合は７１．７％で
あり、「人工授精のみ」の割合２５．２％と
なっている。

② 地域別では、東海で７９．５％と最も高
く、中国・四国が６７．３％と最も低い。

●精液の入手方法（経営タイプ別、★回答経営体数＝461）

精液の入手方法は、経営体別でみると「自
家産と外部導入併用」が一貫経営で５０．１％、
繁殖経営で７６．２％と最も高く、次いで「すべ
て自家産」が一貫経営で３０．８％、繁殖経営で

２３．８％となっている。「すべて外部導入」が
一貫経営で１９．１％、繁殖経営で０．０％となっ
ている。

飼料給与

●給与飼料体系（地域別、★回答経営体数＝662）

① 給与飼料の使用量は２３５万５，０００t であ
り、その種類別内訳は「配合飼料」が２１０
万６，０００t と最も多く、「エコフィード」
１２万８，０００t、「その他」８万２，０００t、「飼
料用米」３万９，０００t の順となっている。

② 給与飼料の使用量割合を種類別、地域別
にみると、「配合飼料」では「北海道・
東北」が９３．７％と最も多く、「エコフィー
ド」では「近畿」３４．４％、「飼料用米」
では「東海」８．１％と多くなっている。
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全国 北海道・東北 関東 北陸 東海 近畿 中国・四国 九州・沖縄

増やした 回答数 ８２ ２５ ２６ ４ ４ １ ７ １５
割合（％） １２．４ １４．０ １１．９ １１．８ ９．１ ８．３ １４．０ １２．０

変わらない 回答数 ５１１ １４０ １６９ ３０ ３４ ８ ３７ ９３
割合（％） ７７．１ ７８．２ ７７．２ ８８．２ ７７．３ ６６．７ ７４．０ ７４．４

減らした 回答数 ７１ １６ ２３ ０ ７ ３ ６ １６
割合（％） １０．７ ８．９ １０．５ ０．０ １５．９ ２５．０ １２．０ １２．８

合 計 回答数 ６６４ １８１ ２１８ ３４ ４５ １２ ５０ １２４
割合（％） １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０

全国 北海道・東北 関東 北陸 東海 近畿 中国・四国 九州・沖縄
増やした （頭） ８，０８８ ４，９５１ １，０６８ ６２ ２０７ ４ ４５９ １，３３７
減らした （頭） ５，３９７ １，６４７ ３，０５６ ０ １８１ ６６ ８０ ３６７

「増やした」－「減らした」（頭） ２，６９１ ３，３０４ ―１９８８ ６２ ２６ ―６２ ３７９ ９７０

全国 北海道・東北 関東 北陸 東海 近畿 中国・四国 九州・沖縄

増やした 回答数 ９１ ２８ ２９ ３ ４ ２ ７ １８
割合（％） １４．３ １６．５ １３．９ ８．８ １０．０ １３．３ １４．６ １４．９

変わらない 回答数 ４８９ １３１ １６３ ３０ ３１ １０ ３４ ９０
割合（％） ７６．９ ７７．１ ７８．４ ８８．２ ７７．５ ６６．７ ７０．８ ７４．４

減らした 回答数 ５６ １１ １６ １ ５ ３ ７ １３
割合（％） ８．８ ６．５ ７．７ ２．９ １２．５ ２０．０ １４．６ １０．７

合 計 回答数 ６３６ １７０ ２０８ ３４ ４０ １５ ４８ １２１
割合（％） １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０

経営の推移と今後の動向

●繁殖豚飼養頭数の推移（前年同期と比較して）（地域別、★回答経営体数＝664）

●繁殖豚飼養頭数の推移（地域別、★回答経営体数＝664）

① 繁殖豚飼養頭数を前年同期と比較して
「増やした」が８２経営体１２．４％、「変わ
らない」が５１１経営体７７．１％、「減らした」
が７１経営体１０．７％で、増やした割合が減
らした割合を上回っている。
これを頭数でみると、「増やした」が
８，０８８頭、「減らした」が５，３９７頭で、増

やした頭数の方が減らした頭数に比べて
２，６９１頭多い。

② 地域別では、増やした頭数の方が多いの
は「北海道・東北」で３，３０４頭多く、「九
州・沖縄」では９７０頭多い。一方、「関東」
では１，９８８頭の減少となっている。

●肥育豚飼養頭数の推移（前年同期と比較して）（地域別、★回答経営体数＝636）
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（（独独））農農畜畜産産業業振振興興機機構構かかららののおお知知ららせせ

区 分 肉専用種（地域算定県を除く） 交 雑 種 乳 用 種

粗収益 （Ａ） １，２７４，３３３ ６９４，９７０ ４５４，４３１

生産コスト （Ｂ） １，２８２，６８６ ７７４，６２５ ４８４，０２６

差 額 （Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ） △ ８，３５３ △ ７９，６５５ △ ２９，５９５

暫定補塡金単価（Ｄ）＝｜（Ｃ）｜×０．９ ７，５００ ７１，６００ ２６，６００

補塡金単価（概算払）（Ｄ）－４，０００ ３，５００ ６７，６００ ２２，６００

（表１）補塡金単価の算定（全国） 単位：円/ 頭

注：平成２６年４月分から、消費税抜きで算定しています。
１００円未満切り捨て

岩手県 島根県 広島県 福岡県 佐賀県日本短角種 日本短角種を除く

－ ６７，９００ ９０，６００ ４０，３００ １０６，１００ ３８，０００

長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

５６，４００ ７６，２００ １３３，４００ １４，１００ ６５，７００ ２４，６００

（表２）補塡金単価の算定（地域算定県・肉専用種）※ 単位：円/ 頭

注：各県の算定結果です。

肉専用種（地域算定県を除く） 交 雑 種 乳 用 種

２，６００ ５０，７００ １６，９００

（表３）補塡金単価（概算払）（生産者積立金の納付が免除された事業対象の契約肥育牛）
単位：円/ 頭

注：補塡金交付額に見合う財源が不足する場合等、上記補塡金単価を減額することがあります。

肉用牛肥育経営安定特別対策事業（牛マルキン）
の補塡金単価（概算払）について

［平成30年7月分］
平成３０年７月に販売された交付対象の契約肥育牛に適用する肉用牛肥育経営安定特別対策事業

実施要綱第６の９および附則１０の概算払の補塡金単価について、表１および表２の通り公表しま

した。

また、平成３０年７月に販売された生産者積立金の納付が免除された事業対象の契約肥育牛に適

用する補塡金単価については、表３の通り公表しました。

なお、補塡金単価の確定値については、１１月上旬に公表する予定です。
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液体窒素の溢れや飛散を
防止できる補充用漏斗

（独）家畜改良センター

背景・ねらい
家畜受精卵や家畜精液を適切に凍結保存するためには、保存保管器に適宜液体窒素を補

充し適切に管理することが必要です。
しかし、保存保管器へ液体窒素を補充する作業は、保存保管器内の液体窒素量が見えな

いので、誤って液体窒素を溢れさせてしまうことがあります。また、溢れたり、漏斗から
飛散した液体窒素が、補充作業を行う者の手や体に付着すると危険です。
そこで、補充用の漏斗に液体窒素の溢れ防止及び飛散防止の機能を付加させる工夫を考

案しました。

内容・特徴・効果
考案した工夫は、市販品の漏斗に、

① 補充作業中の液体窒素の水面の高さを確認するための「浮き」と「目盛り棒」
② 液体窒素が漏斗の表面に跳ねて飛散しないようにするための「金ザル」を取り付ける
ものです。
作り方は、

① まず、漏斗にほぼ同じ口径の金ザル取り付けます（場合によっては、金ザル本体のフ
レームを部分的に取り外して漏斗に掛けることも可能です。）。

② 次に、目盛り棒となるスチール棒を浮きの上部に刺して固定します。
③ スチール棒の一端（浮きをつけていない側）を漏斗口に下から通し、さらにスチール
棒が漏斗口から抜け落ちないように端を数センチ折り曲げます。
材料は、１００円ショップで入手できる漏斗と金ザルで十分です。ここでの浮きは魚釣り

で使われる物を利用しました。また、目盛り棒となるスチール棒は、加工しやすく目盛り
をつけやすい細い板状のものを利用しました。
経費は、合計でも５００円以内に抑えることが可能です。
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抜け落ちないようにするための
スチール棒の折り曲げ部分

（写真１） 漏斗全体（全長３０cm程度） （写真２） 保管器へのセッティング

（図１） 保存保管器内の液体窒素量がわかる仕組み
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